
宮代町手話言語条例について 

 

１ 手話言語条例に係るスケジュール 

年 月 日 内       容 

令和４年７月１２日 第１回（仮称）宮代町手話言語条例検討委員会 

・委員長、副委員長の選出 

・今後のスケジュールについて 

※検討委員会終了後、宮代手話の会主催による勉強会 

令和４年８月１９日 第２回（仮称）宮代町手話言語条例検討委員会 

・手話言語条例制定に向けた背景について 

・宮代町における手話に関する取組みについて 

・手話言語条例に盛り込む内容及び項目について 

令和４年１０月１３日 第３回（仮称）宮代町手話言語条例検討委員会 

・宮代町手話言語条例（たたき台）について 

令和４年１２月１４日 第４回（仮称）宮代町手話言語条例検討委員会 

・宮代町手話言語条例（素案）について 

令和５年１月１０日 ○自治体経営会議において報告 

令和５年２月９日 ○議会全員協議会において説明 

令和５年２月２０日～ 

３月１３日 

○パブリックコメント意見募集 

令和５年３月２９日 第５回（仮称）宮代町手話言語条例検討委員会 

・パブリックコメントの報告について 

・宮代町手話言語条例（案）について 

令和５年４月～７月 ○条例案調整 

令和５年８月３１日 ○令和５年第３回（９月）宮代町議会定例会に条例案提出 

令和５年１０月 ○宮代町手話言語条例施行（予定） 

令和５年１０月～ 

令和６年２月 

○手話の理解の促進及び手話の普及に向けた周知啓発 

○手話に関する施策の推進方針の検討 

○手話に関する施策の検討 

令和６年３月 ○手話に関する施策の推進方針の策定 

 

２ 県内自治体における条例制定状況【R5.7 現在】 

条例制定自治体：４３団体（市：３０団体、町：１３団体） 

※埼玉県も制定済 
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